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１．事業概要

（１）

① 給　水

人

人

千㎥／ha

② 施　設　

％

③ 料　金

④ 組　織

法適（全部）

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

有 収 水 量 密 度

事業の現況（令和７年度末）

別添１－２

南予水道企業団水道事業経営戦略（令和７年度改定）

料金体系は、２部料金制となっており、基本料金で資本的支出を、使用料金で収益的支出を賄っている。資本的支出には資産維持
費（建設改良費予定額）が含まれている。料金改定の検討は５年に１度の頻度で行っているが、平成23年次検討、平成28年次検
討、令和３年次検討においては、現行料金据え置きとした。

107.2

千ｍ

施 設 利 用 率 43.3

施 設 数

策 定 日 ：

年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

浄水場設置数

配水池設置数

9

0.53

供 用 開 始 年 月 日 昭和61年1月16日

団 体 名 ：

事 業 名 ：

計画給水人口（R7.3） 129,066

現在給水人口（R7.3） 99,432法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

南予水道企業団

南予水道用水供給事業

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

施 設 能 力 38,220 ㎥／日

平成19年4月1日

計 画 期 間 ：

0

～

管 路 延 長

水 源

　当企業団の組織図は右表のとおりである。
　このうち、事務局は浄水課と庶務課の２課体制となっている。
　まず、浄水課は、浄水場の保守、点検、設計、更新、工事監督を行う浄水係(職員11名）と、
同じく浄水場の電気設備関係の保守、点検、更新を行う電気設備係（職員２名）、農林水産省
との二者共同施設の操作、保守点検、監視業務等、用水管理に関する業務を行う用水管理係
（職員８名）の３係で構成されている。このうち、浄水係所属職員中６名は浄水場に勤務してお
り、用水管理係所属職員中６名は、三交代勤務により浄水場の24時間監視を行っている宇和
島中央管理所に勤務している。当企業団の給水区域は、宇和島市、八幡浜市、西予市明浜
町、同三瓶町、伊方町と広範囲に亘っており、職員が宇和島市から伊方町三崎まで赴くために
は片道２時間以上を要する。水道用水は24時間365日の給水が必須であり、安全・安定供給の
ため、浄水場に職員を配置し、併せて宇和島中央管理所で集中監視を行うこととしている。管
轄区域のうち、特に佐田岬半島は、その土壌が圧力がかかると剥がれやすく、水を含むと地滑
りを起こしやすい結晶片岩から構成されていることから特に注視が必要であると考えている。
　次に、庶務課は、事務局長、庶務係(職員６名）、水質検査係（職員４名）により構成されてい
る。現在、事務局長は、構成団体である宇和島市からの派遣を受けていることに加え、令和２年
度より事務局参事として宇和島市水道局長に併任でご支援いただいている。また、水質管理係
に所属している職員は、大洲市及び内子町を除く南予一円の水質検査業務を行っている南予
地方水道水質検査協議会へ派遣されている。この協議会は、企業団とは別組織、別会計と
なっている。
　令和８年３月31日時点の職員の年齢構成としては、60代５名、50代19名、40代４名、30代１
名、20代２名の計31名で、平均年齢は、53歳１ヵ月である。

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他
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（２）

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

（４）

水需要の予測

　国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口（平成25年3月推計）」を使用し、構成団体の行政区域内人口を算出した。さらに、平成28年度末の行
政区域内人口と給水人口の比を用いて給水人口の予測を行った。

料金収入の見通し

　上記「（２）水需要の予測」で算出した水需要に、現行の使用料金（80円/㎥）を乗じて算出した。さらに現行の基本料金（17円×39,310㎥×日数）を加えて料金収入の
見通しを立てた。今後の使用料金及び基本料金については、原則として５年に一度見直しを行うこととしており、次回は令和３年度に検討することとしている。なお、令和
４年度以降の料金については、平成29年度から令和３年度における総有収水量並びに諸費用、建設改良費の額に大きく左右されることとなり、その動向が不透明なた
め、料金収入の見通しを立てるにあたっては現行の料金水準で算定した。

　令和３年度に料金改定の検討を行ったところ、一定の内部留保資金を確保していることや、起債依存度が低水準であることに加え、構成市町から災害復旧事業債に係
る繰り出しを受けておりこれ以上の負担が妥当ではないとの考えにより現行料金据え置きとした。なお、基本料金の算定式中に全浄水場の施設能力計39,310㎥が含ま
れているが、この数値は平成30年7月豪雨による被災及び施設造成により38,220㎥となった。

施設の見通し

　あくまで予測であることから、平成28年度の総有収水量と給水人口の比および上記（１）の給水人口の予測値を用いて水需要を予測した。なお、これは今計画のため算
出した数値であることと、現行の料金算定時の量との整合性は取っていないことを申し添える。

これまでの主な経営健全化の取組

・補償金免除繰上償還
・施設の長寿命化による更新費用の削減
・退職者不補充による人件費の抑制（～H28）
・施設の保守点検・修繕、水道ビジョン更新等、業務の内製化による委託料削減

給水人口の予測

年    度 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38
行政区域内人口 162,281 159,425 156,569 153,712 150,856 148,434 146,012 143,591 141,169 138,747 136,401
給 　水　 人　 口 115,576 113,191 111,163 109,135 107,107 105,388 103,668 101,949 100,229 98,510 96,844

（単位：人　H28は実績値）

年    度 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38
総 有 収 水 量 5,981,193 5,857,766 5,752,815 5,647,864 5,542,912 5,453,952 5,364,940 5,275,980 5,186,968 5,098,008 5,011,790

（単位：㎥　H28は実績値）

全体総括

112.91

①経常収支比率　100％を超え、平均値を上回った
が前年度比では減となった。その主な原因は、水源
である野村ダムの負担金が増加したことや電気料高
騰等により営業費用が増加したためである。
②累積欠損金　生じていない。
③流動比率　平均値を上回っているものの、前年度
比では減となった。これは建設改良事業に係る未払
金が増加したためである。
④企業債残高対給水収益比率　平均値を下回ってお
り、元金償還に伴い前年度比で減となっている。今
後は、内部留保資金の推移及び建設改良事業費を見
ながら起債を検討するべきであると考えている。
⑤料金回収率　100％を超過したが、前年度比では
悪化した。この理由は給水原価が上昇したためであ
る。
⑥給水原価　前年度に比べ有収水量は増加したが、
電力料高騰やダム負担金増加の影響により費用も増
加しており、結果、前年度に比べてわずかではある
が上昇することとなった。
⑦施設利用率　前年度に比べ給水量が106,168㎥増
となったため、わずかではあるが改善した。
⑧有収率　用水供給事業のため、100％である。

2. 老朽化の状況について

①有形固定資産減価償却率 平成30年7月豪雨に伴い
災害復旧事業で造成した施設を償却対象資産として
計上したこと及び被災施設の有姿除却を行ったこと
により一旦低下し、その後、償却の進行により逓増
傾向にある。今後は、老朽化の進んでいる各浄水場
の電気計装設備及び機械薬注設備の更新を検討して
いる。
②管路経年化率・管路更新率 企業団が所有する管
路は農水省との共同施設と単独施設があり、法定耐
用年数を超過した管路は共同施設で8,530.9ｍ生じ
ている。共同施設の管路はその持分が農水省
87.1%、企業団12.9%であり、企業団の主体的な更新
は現実的ではない。また、費用並びに人的資源が限
られていることから、当面、老朽化が顕著で、水道
用水の供給に際し速やかな更新が必要な電気計装・
機械薬注設備や単独所有の管路の更新を優先せざる
を得ないと考えている。

2. 老朽化の状況

給水区域面積(km 2) 給水人口密度(人/km 2) － 類似団体平均値（平均値）

　安定給水の維持は行い得ているが、長期的な視点
に基づくコストの見直し、人的資源の確保及び集約
など問題は山積している。定年延長により、人的資
源の外部流出は一定期間先送りされるが、組織の刷
新や新たなる知見の確保につながるものはない。
　当企業団を取り巻く経営環境としては、人口減少
に加え、地理的要因により、給水原価及び施設利用
率の面で類似団体平均よりも悪い状況にある。加え
て、動力費をはじめとする昨今の物価高騰と施設の
更新のタイミングが重なり、非常に厳しい経営環境
にあるといっても過言ではない。今後は施設全体の
ダウンサイジングの検討や、職員の減少を見据えた
点検体制の見直しや省力化を行い、より効率的で持
続可能な経営を目指す必要があると考えている。

880.63 【】 令和6年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

- 90.03 72.67 0 99,432

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ3当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人)

- - - ■ 当該団体値（当該値）法適用 水道事業 用水供給事業 B その他

経営比較分析表（令和6年度決算）
愛媛県　南予水道企業団

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km 2) 人口密度(人/km 2) グラフ凡例

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 0.32 0.28 0.40 0.27 0.34

95.00

100.00

105.00

110.00

115.00

120.00

125.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 105.87 113.25 119.71 116.40 115.32

平均値 111.13 112.49 107.33 108.93 107.62

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 47.84 49.40 50.33 51.99 52.88

平均値 57.50 58.52 59.51 60.24 60.80

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 0.00 0.17 0.17 1.67 12.66

平均値 30.30 31.74 32.38 34.48 38.24

①経常収支比率(％)

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 12.29 8.77 8.81 8.48 11.00

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 405.42 611.97 423.81 638.22 460.94

平均値 284.45 309.23 313.43 303.10 318.90

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 195.55 193.77 162.89 145.25 118.33

平均値 260.96 240.07 224.81 210.83 204.34

90.00

95.00

100.00

105.00

110.00

115.00

120.00

125.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 101.55 110.79 121.51 116.16 114.27

平均値 110.77 112.35 106.47 107.70 106.29

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 117.30 107.54 96.48 103.41 104.41

平均値 73.18 73.05 77.53 76.25 77.75

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 42.46 43.42 45.66 42.37 43.25

平均値 62.26 62.22 61.45 61.63 61.54

99.80

99.90

100.00

100.10

100.20

100.30

100.40

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

平均値 100.16 100.28 100.29 100.36 100.31

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【107.62】 【11.00】 【318.90】 【204.34】

【100.31】【61.54】【77.75】【106.29】

【60.80】 【38.24】 【0.34】



（５）

３．経営の基本方針

（１）

  当企業団の経営の基本方針は、安全な水道用水を将来に亘り安定して供給することである。
　そのためには、施設の健全化及び耐震化、事業の効率化による経営の健全性の確保が必要であると考えている。
　まず、施設の健全化については、現時点での修繕、オーバーホール及び更新計画を立て、様式第２号の投資・財政計画へ反映させた。その概要としては、まず、浄水
場の電気計装設備を順次更新することとし、次いで薬注設備の更新に着手することしている。
　続いて耐震化の状況だが、まず施設について、平成25年４月に策定した耐震化基本計画に則り、順次予算を確保し、工事を行った。
　次に、管路の耐震化であるが、企業団の所有する管路には単独所有分と、農林水産省との共有分がある。単独所有分については、管路の耐用年数である40年を経過
後、布設箇所の地質、管路の状態を考慮した上で更新について検討することを想定している。
　農林水産省との共有分については、その持ち分から、企業団主導での更新が現実的ではないため、国で事業化された際に負担金を支出することが見込まれる。
　施設の健全性・安全性は、修繕費や建設改良費とトレードオフの関係にある。費用をかけ、更新を行えば施設の状況は改善されるが、そのためには多額の資金が必要
となる。今後においても限られた資金をより有効に使い、健全な事業運営に資す所存である。
　なお、平成30年７月豪雨により、吉田浄水場が壊滅的な被害を受け、その機能を廃止した。それに伴い、令和２年度には巨額の建設改良費並びに施設廃止による特
別損失を計上している。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

目 標
　令和５年度までに7箇所ある浄水場の電気計装設備更新工事を完了させる。
　計画期間内に、管路の更新について、検討の機会を設ける。

目 標
　電気計装設備更新工事の財源は、内部留保資金を活用して行うこととする。
　企業債は、管路の更新に対する財源としてのみ起債するに止める。

②　収支計画のうち財源についての説明

　当企業団では、現在、単独所有の７箇所の浄水場において、電気計装設備更新工事を行っている。浄水場の電気計装設備は、浄水場施設の中枢をなすものであり、
人体に例えると、脳や神経回路に相当するものである。また、24時間給水を行っている以上、現行の施設を稼働させながら更新する必要がある。それぞれの浄水場にお
いて、設計の発注、見直し、そして工事の実施という手順を踏むことから、開始から完了まで最短で２年度の期間が必要となる。
　電気計装設備更新工事が完了した後は、各浄水場の薬注設備更新工事を行う予定である。また、現在単独所有している導・送水管については、法定耐用年数である
40年が経過した後、管路並びに地盤の状態を考慮した上で更新について検討を行う必要があると考えている。
　
　上記の目標については、平成30年７月豪雨による災害復旧事業のため、予定が後ろ倒しとなり、未達となった。令和７年度末時点では、２箇所の浄水場の電気計装設
備更新が未了となっている。管路の更新については、令和７年度に一部管路について、埋設箇所の土壌の調査を実施した。

　①でも記載したが、計画期間における主な建設改良工事は、電気計装設備更新、薬注設備更新、導・送水管更新検討である。
　まず、電気計装設備については、料金収入と現在保有している内部留保資金を財源として行う予定である。その後、薬注設備更新を予定しているが、こちらについても
料金収入及び内部留保資金で対応ができると考えている。
　次に導・送水管であるが、当企業団が単独で所有している管路の総延長は約15㎞である。この全てを耐震管に更新する場合の費用は、他の水道事業体の工事実績
等から判断すると企業団の内部留保資金のみで対応できる金額ではないと考えられる。一方で、当企業団が給水を行っている愛媛県南予地方は、既に人口減少が進
んでおり、計画期間において給水収益の増加を見込めないと考えている。以上のことから、管路の更新が事業化した時点で企業債の発行による資金の調達が必要であ
ると考えている。
　
　上記の目標についても、災害により未達となった。災害復旧事業により、当企業団としては巨額の資金が必要となったため、約12億円を災害復旧事業債として財政融
資資金より貸付けを受けた。この元利償還金は構成団体からの繰り出しを受けている。また、災害復旧事業により内部留保資金が一時的に減少したため、水道事業債に
よる資金調達を実施した。これは二者共同施設である宇和島浄水場の施設更新費用を賄うためのものである。

　まず、現に在籍する職員について、年齢構成上、平成29年度以降はほぼ毎年1～2名の定年退職者が生じる予定であった。その後、雇用と年金の接続が義務付けや
定年延長により年齢を理由として職員が組織外へ流出するタイミングは後ろ倒しとなっている。
　一方、職員採用については、継続的に採用活動を行っているものの、少子化の影響により技術職・化学職において予定求人数未達となることが多い。当地域において
は特に人口減少が進んでいることもあり、今後も採用活動の苦戦が予想される。定年延長によるマンパワーの確保は一時しのぎに過ぎない。また、知識及び技術の継承
の必要性は高まる一方であり、経営の根幹に直結する業務については一定数の職員の確保が欠かせないため、今後も適宜採用に取り組み、後進の育成を図る予定で
ある。

組織の見通し

　まず、単独施設について、現在、７箇所の浄水場の電気計装設備更新工事を順次行っている。計画策定時においては、令和３年度をもって同更新工事は終了する見
込みであったが、平成30年７月豪雨災害により災害復旧事業に注力せざるを得ない事態となったことで、全体的に延期する形となった。その他の更新事業としては、令
和６年度より各浄水場の薬注設備更新工事に着手している。これは、従前より施設の長寿命化により更新費用の抑制を図っていた関係で、修繕が効かなくなった機械及
び装置の更新が必要となっているためである。
　次に、取水塔、幹線水路、揚水機場等の二者共同施設については、農林水産省の主導により国営施設機能保全事業が実施されており、企業団は共同施設の持ち分
に応じて負担金を支出している。

投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り



③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資について検討状況等

②　財源について検討状況等

③　投資以外の経費についての検討状況等

施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等 の
投 資 の 平 準 化

日常の保守点検を通じて、施設の状況を熟知することで長寿命化を図っている。

広 域 化 広域化に関するWGに参加した。

料 金

資産の有効活用等（*2）による
収 入 増 加 の 取 組

そ の 他 の 取 組

当面、内部留保資金を活用して更新事業を行うこととしており、企業債を発行する予定はないこととしていたが、災害により財政融
資資金より融資を受けた。今後については、内部留保資金及び建設改良事業費を勘案しながら、起債の実施について検討するこ
ととする。

平成30年度をもって企業債の償還が終了し、それに伴い構成団体からの繰出も終了する。
上記について、予定通り償還及び繰出金は一旦終了した。しかし、平成30年度に被災したため、災害復旧事業債を起債し、この元
利償還金について現在、構成団体から繰り出しいただいている状況である。

予定していない。
民 間 の 資 金 ・ ノ ウ ハ ウ 等 の 活 用
（ PFI ・ DBO の 導 入 等 ）

　まず、委託料及び修繕費については、固定的費用（清掃業務、電気保安管理、水質検査委託）に加え、現時点での計画を立て、その費用を計上した。企業団の保有
する施設も、その多くが供用開始から40年ほど経過している。日常の保守点検を通じ、長寿命化に努めているが、オーバーホールや、適宜修繕が必要な状況にあるもの
が増加している。予算を確保し、更新を行えばその部分に対する修繕費は当面発生しないことになるが、費用対効果を考え、更新の必要性を判断することが重要である
と考えている。
　次に動力費については、再生可能エネルギー促進賦課金の加算もあり、原子力発電が再開した後も高止まりの傾向が続いている。また、企業団の動力費の内、その
約70％を揚水のための費用が占めている。これは、八幡浜浄水場へ野村ダムからの原水を送るための施設である八幡浜導水ポンプ場と、同じく伊方浄水場以西へ送る
ための伊方揚水機場におけるポンプアップに要する費用であり、年間約5,000万円の支出が必要である。浄水場の配置や地形の関係上、必要な支出ではあるものの、
固定費として損益収支を圧迫している。
　続いて人件費については、現に在籍している職員に採用予定職員を加え、29年度人勧後の額をベースに試算した。なお、採用は、基本的に幹部候補として行うことと
しており、それ以外の業務については、再任用職員等の活用で行うことを検討している。これにより、今後人件費は、逓減傾向となる見込みである。
　最後に経費削減の取組については、まず、現在行っている取組を継続することを最優先に考えている。本来、更なる取組を行いたいところではあるが、職員数の減少
が見込まれる以上、容易ではない。また、業務委託につきましては、引き続き検討する予定だが、企業として明確に有利であると判断できた場合に、委託を検討すること
とする。

　上記についても、災害や物価高騰により状況は大幅に変化した。まず、災害により被災した吉田浄水場が、吉田地区・三間地区浄水場へと分割されたため、企業団の
保有する浄水場は１箇所増加し、９箇所となった。また、野村ダムの原水を三間地区へ導水するため、三間導水ポンプ場の造成を実施した。これら施設の増加は、安定
給水の実施のため、必要不可欠なものではあるが、その反面ランニングコストの上昇にもつながっている。また、災害復旧並びに定年延長、人事院勧告により人件費に
ついても上昇することとなった。

繰 入 金

取水設備や、幹線水路の大部分が農林水産省との二者共同施設であり、その持ち分は農林水産省側が圧倒的に大きい（農林水
産省：87.1％、企業団12.9％）ため、ダウンサイジングには企業団単独での施設整備及び巨額の資金が必要となる。これについて
は、人口の減少や施設の状況を踏まえ、検討を継続する必要があると考えている。

現在行っている各浄水場の電気計装設備更新工事において、適宜合理化を図っている。

そ の 他 の 取 組

令和３年度までは現在の料金で運営することとした。４年度以降については、３年度に過年度の収支の状況を踏まえて検討する。
令和４年度から８年度についても、検討の結果、現行料金据え置きとなった。

動 力 費

職 員 給 与 費

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

　平成19年度に実施した補償金免除繰上償還におけるコストカット項目の検討の際に遊休資産の洗い出しを行い、該当するものが
ないことを確認した。また、債券購入等の資金運用の導入については、職員数が限られていることもあり実施に至っていない。

そ の 他 の 取 組

企 業 債

*2　遊休資産の売却や貸付、債券運用の導入、小水力発電や太陽光発電など

委 託 料

修 繕 費

機器のオーバーホール費用を含んでおり、実施内容により年度毎で金額が増減する。施設の状況を
勘案し、実施の可否を決定するが、適正な競争原理の下、経費を抑制するよう努める。

実施計画に基づき検討するが、引き続き延命化に努める。

再生可能エネルギー促進賦課金を含め、高止まりの状況になっているが、ポンプ等の運用方法の見
直しや、省エネ対応機器への切り替えなど、削減方法を模索する。

人事院勧告に従い、適正な執行を行う。

※　投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。
　　 また、（１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間内の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向け
　 た取組の方向性、検討体制・スケジュール等について記載する必要があること。



５．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

　令和３年度に、過年度分の収支の実績を踏まえて４年度以降の料金の検討を行うが、それに合わせて経営戦略につい
ても更新を行う予定である。また、大規模な状況の変化等があれば、適宜反映させることを考えている。

　令和７年度末に収支計画を既決のものに改める等の改定を実施した。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度 29年度 30年度 1年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 補 正 ） （ 当 初 ）

１． (A) 732,566 722,414 724,520 690,875 718,515 705,463 721,760 746,722 711,945 719,789 732,755 732,275
(1) 732,566 722,414 724,520 690,875 718,515 705,463 721,760 746,722 711,945 719,789 732,755 732,275
(2) (B)
(3)

２． 182,432 196,785 186,143 175,284 150,461 165,487 301,443 353,476 354,655 360,217 368,288 369,300
(1) 1,572 1,134 697 306

1,572 1,134 697 306

(2) 138,493 152,209 144,456 139,724 113,620 127,976 252,052 304,476 303,387 306,654 306,794 309,846
(3) 42,367 43,442 40,990 35,254 36,841 37,511 49,391 49,000 51,268 53,563 61,494 59,454

(C) 914,998 919,199 910,663 866,159 868,976 870,950 1,023,203 1,100,198 1,066,600 1,080,006 1,101,043 1,101,575
１． 780,635 805,027 793,549 822,155 831,799 822,668 902,554 918,330 915,690 936,024 1,010,130 1,042,601
(1) 271,429 261,652 257,125 259,950 257,869 260,198 250,082 238,751 238,461 241,119 254,580 262,458

148,393 146,404 140,461 138,093 135,289 145,201 140,785 133,270 129,693 134,198 136,090 141,154
8,579

114,457 115,248 116,664 121,857 122,580 114,997 109,297 105,481 108,768 106,921 118,490 121,304
(2) 242,113 279,657 262,996 270,955 279,367 296,488 300,273 327,941 314,596 332,682 380,466 385,073

63,661 62,148 65,758 72,136 78,214 71,630 77,676 100,482 89,156 94,960 107,273 102,728
10,503 6,863 4,646 3,863 3,489 5,940 12,890 47,850 18,185 8,077 16,777 29,537

167,949 210,646 192,592 194,956 197,664 218,918 209,707 179,609 207,255 229,645 256,416 252,808
(3) 267,093 263,718 273,428 291,250 294,563 265,982 352,199 351,638 362,633 362,223 375,084 395,070

２． 2,887 1,861 932 409 98 13 939 689 608 525 442 359
(1) 2,887 1,861 932 409 98 13 939 689 608 525 442 359
(2)

(D) 783,522 806,888 794,481 822,564 831,897 822,681 903,493 919,019 916,298 936,549 1,010,572 1,042,960
(E) 131,476 112,311 116,182 43,595 37,079 48,269 119,710 181,179 150,302 143,457 90,471 58,615
(F) 12,505 10,618 12,608 98,697 7,941 5,440 106 9,505 1 1
(G) 335,465 777 7,249
(H) 12,505 10,618 12,608 △ 236,768 7,164 △ 1,809 106 9,505 1 1

131,476 124,816 126,800 43,595 49,687 △ 188,499 126,874 179,370 150,408 152,962 90,472 58,616
(I) 1,307,624 1,433,466 1,549,245 1,582,172 1,631,859 1,440,360 1,167,234 1,401,551 1,022,940 1,159,330 1,249,802 1,308,418
(J) 1,371,970 1,230,039 1,365,868 863,587 1,641,065 1,846,031 1,946,134 2,020,250 1,931,611 1,985,515 1,782,096 1,787,491

87,447 107,205 93,945 142,689 1,104,559 202,929 118,628 116,860 106,355 105,704 118,897 99,818
(K) 104,067 107,591 284,459 504,094 204,241 455,341 318,011 476,681 302,658 430,753 357,456 246,240

61,312 75,628 251,979 346,650 183,073 208,682 115,463 275,257 100,742 227,917 152,734 88,457
( I )

(A)-(B)

(L) △ 1,309,572 △ 1,153,394 △ 1,092,600 △ 495,193 △ 1,436,824 △ 1,604,655 △ 1,810,310 △ 1,725,833 △ 1,811,306 △ 1,737,199 △ 1,607,160 △ 1,677,227

(M) 732,566 722,414 724,520 690,875 718,515 705,463 721,760 746,722 711,945 719,789 732,755 732,275

(N)

(O)

(P)

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 収 益



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度 29年度 30年度 1年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 補 正 ） （ 当 初 ）

１． 135,700 324,900 918,900 97,000 500,000

２． 8,893 9,331 7,966 8,357

３．

４． 77,965 135,606 135,680 135,754 135,828 135,902

５．

６． 1,011,385 791,297 1,856

７． 94 1 1

８． 7,888 91,477 366,116 9,819

９． 200,025

(A) 8,893 9,331 7,966 351,970 1,427,762 2,076,313 184,784 137,462 135,774 135,754 135,829 635,903

(B)

(C) 8,893 9,331 7,966 351,970 1,427,762 2,076,313 184,784 137,462 135,774 135,754 135,829 635,903

１． 105,929 427,686 329,760 1,225,309 680,040 2,192,179 128,891 290,313 103,377 244,703 59,723 535,868

２． 20,663 21,689 10,668 11,192 77,965 182,187 182,271 182,353 182,437 182,521

３．

４．

５．

(D) 126,592 449,375 340,428 1,236,501 680,040 2,192,179 206,856 472,500 285,648 427,056 242,160 718,389

(E) 117,699 440,044 332,462 884,531 △ 747,722 115,866 22,072 335,038 149,874 291,302 106,331 82,486

１． 109,853 408,370 255,015 798,017 26,609

２．

３．

４． 7,846 31,674 77,447 86,514 89,257 22,072 335,038 149,874 291,302 106,331 82,486

(F) 117,699 440,044 332,462 884,531 115,866 22,072 335,038 149,874 291,302 106,331 82,486

△ 747,722

(G)

(H) 43,548 21,859 11,191 135,700 460,600 1,379,500 1,398,535 1,216,348 1,034,077 851,724 669,287 986,766

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度 29年度 30年度 1年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 補 正 ） （ 当 初 ）

8,893 9,331 7,966 8,358 13 665 647 573 499 426 351

8,893 9,331 7,966 8,358

13 665 647 573 499 426 351

77,965 135,606 135,680 135,754 135,827 135,902

77,965 135,606 135,680 135,754 135,827 135,902

8,893 9,331 7,966 8,358 13 78,630 136,253 136,253 136,253 136,253 136,253

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

収 益 的 収 支 分

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

計

そ の 他

他 会 計 負 担 金



布設年月日 S61 年 １ 月 16 日

給水人口 99,432人

計算期間 自R４年４月至R９年３月

（５年間）

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

719,789 728,697 728,697

0 0

360,217 361,187 361,187

1,080,006 1,089,884 0 1,089,884

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

0

諸 手 当 0

福 利 費 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

給 料 113,252 114,969 114,969

諸 手 当 61,380 62,527 62,527

福 利 費 35,513 36,596 36,596

20,948 22,223 22,223

94,960 98,920 98,920

8,077 24,060 24,060

362,223 369,330 60,000

190,794 181,249 181,249

887,147 909,874 0 909,874

給 料 0

諸 手 当 0

福 利 費 0

0

0

0

0

0 0 0 0小 計

小 計

配
　
　
　
水
　
　
　
費

人
　
件
　
費

電 力 費

修 繕 費

減 価 償 却 費

そ の 他

小 計

浄
水
及
び
送
水
費

人
　
件
　
費

浄 水 用 薬 品 費

電 力 費

修 繕 費

減 価 償 却 費

そ の 他

項 目
金　　　　　　　　額

取
水
・
貯
水
及
び
導
水
費

人
　
件
　
費

給 料

電 力 費

修 繕 費

用 水 費

減 価 償 却 費

そ の 他

料 金 (X)

給 水 装 置 工 事 費

そ の 他

合 計

支　　出　　の　　部

原価計算表

収　　入　　の　　部

項 目

金　　　　　　　　額



　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

項 目
金　　　　　　　　額

支　　出　　の　　部

給 料 0

諸 手 当 0

福 利 費 0

0

0

0 0 0 0

給 料 17,660 19,328 19,328

諸 手 当 9,936 9,654 9,654

福 利 費 5,483 5,313 5,313

0 0 0

1,001 1,200 1,200

296 283 283

288 323 323

0 73 73

5 21 21

525 525 525

0 0 0

6,997 6,136 6,136

42,191 42,854 0 42,854

929,338 952,728 0 952,728

952,728

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 0.76

＜料金水準についての説明＞

１　投資・財政計画計上額（Ａ）欄は、直近の料金算定期間内における平均値を記載すること。
２　起債償還額が減価償却額を超えるときは，当分の間，その差額を一般管理費のその他の欄に記載して差し支えないこと。
３　資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大することが見込まれる場合に、
使用者負担の期間的公平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用（増大分に係るもの）を、適正
かつ効率的、効果的な中長期の改築（更新）計画に基づいて算定し、計上するもの。そのため、資産維持費（Ｚ）欄は、「水道料金算定要領」
（公益社団法人日本水道協会）を参考に、所有している資産の規模、経営環境等の実情に応じ、料金算定に適切に反映すべき費用を記載す
ること。

そ の 他

小 計

合 計 (Y)

資 産 維 持 費 （ Z ）

料 金 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）

【資産維持費について】
企業団の料金収入は基本料金と使用料金から成っており、基本料金は資本的支出（建設改良費及び企業債元金償還金）を賄うものとしての
位置付けである。現行料金におけるその金額は約２億3,000万円となっており、これを資産維持費としている。そのため、資産維持費は既に基
本料金により確保されていると考えられるため、（Z）欄へ別途の計上は行わない。

【算定結果について】
算定の結果、１を割り込むこととなった。これについて、長期前受金戻入が営業外収益へ計上されているのに対し、減価償却費は補助金等を
財源とするものも含め、全額が計上されている。そのため、「補助金の交付を受けることなく現有資産を維持する」形となっていることがそのひと
つの要因であると考えている。

一
　
般
　
管
　
理
　
費

人
　
件
　
費

備 品 費

減 価 償 却 費

公 課

支 払 利 息

給
水
装
置
工
事
費

人
　
件
　
費

材 料 費

そ の 他

小 計

消 耗 品 費

通 信 運 搬 費

光 熱 費

修 繕 費


